
平成30年4月組織・機構改革（案）　新旧対照表

医療保険・年金担当 保険年金担当

生活相談担当 生活相談担当

市　民　課 戸籍住民担当 市　民　課 住民情報担当

子育て支援課 子育て応援担当 子育て支援課 子育て応援担当

保育サービス担当 保育サービス担当

障害支援担当 障害者支援担当

介護保険担当 介護保険担当

社会福祉事務所 社会福祉事務所

福祉介護課 長寿・生活支援担当 福祉介護課 長寿生活支援担当

納税推進班 納税推進班

４ 市民部 ３　市民部

税　務　課 住民税担当 税　務　課 住民税担当

資産税担当 資産税担当

財産管理担当 財産管理担当

契約・検査班 契約検査班

人事・人材評価担当 人事任用改革担当

財　務　課 財政担当 財　務　課 財政担当

総　務　課 総務・情報公開担当 総　務　課 総務法制担当

組織改善・働き方改革担当 組織働き方改革担当

防災・危機管理監 防災・危機管理監

地域防災室 地域防災課

３ 総務部 ２　総務部

定住促進担当 公共交通担当

芸術文化振興室 新文化施設建設室

スポーツ振興室

地域協働推進班

地域振興課 地域協働担当

商工・定住課 商工振興担当 定住促進担当

政策推進担当 政策推進担当

広報広聴担当
広報情報課 情報化推進担当

広報担当（業務含む）

１ 市長政策・都市経営戦略部 １　企画政策部

企画政策課 秘書担当 企画秘書課 秘書担当

平成２９年５月 平成３０年４月

【市長部局】 【市長部局】

広報情報課及び地域

振興課へ移管

商工観光課へ

地域振興課へ

名称変更及びソフト部門を教育委員会へ移管

課に昇格し、教育委員会へ移管

課に昇格

廃止

課に昇格

名称変更

名称変更

名称変更

市民議会を広報情報課へ移管

名称変更

名称変更

名称変更

ICT,セキュリティ,マイナンバーを広報情報課へ移管

マイナンバーを広

報情報課へ移管

指定管理者に関する事

務を財務課へ移管

名称変更

名称変更

名称変更

名称変更

児童遊園を都市計画

課へ移管

(公民連携、男女参画、名城

大学等との連携、世界農業

遺産、インター周辺整備、ポ

イント制度含む)

(広聴、春中地域サポータ業

務、縁結びを含む。空き家対

策関連の業務の一元化)

（能越ケーブル,ICT,セキュ

リティ,マイナンバー、市民

議会を含む）

道の駅氷見を都市計画課

へ移管

(公共施設再編、指定管理

者含む)



平成30年4月組織・機構改革（案）　新旧対照表

※組織・施設名称はH29.7改正後のもの

漁港・事業推進担当

林業振興担当 上水道施設担当

地籍調査担当 下水道施設担当

水産振興課 水産業振興担当

上水道施設担当 花みどり推進室

下水道施設担当
上下水道課 上水道経営企画担当

農林畜産課 農業畜産・いのしし等担当 下水道経営企画担当

公園管理担当
上下水道課 上水道経営企画担当

建築住宅担当
下水道経営企画担当

ふるさと保全班 道の管理担当
道路維持担当

治水治山担当

農林業基盤整備担当 都市計画課 都市政策担当(2担当を1担当に)

能越道等事業調整・用地担当 農林業基盤整備担当

建築・住宅担当
道路課 企画管理担当

道路整備担当

建　設　課 企画管理担当 ふるさと整備課 事業調整用地担当

市道整備担当 治水治山担当

漁業文化推進室

５ 建設農林水産部 ５　建設部

公共交通担当 地籍調査担当

水産振興課 水産業振興担当
海浜植物園・花みどり推進室

漁港事業推進担当

都市計画課 都市計画担当 いのしし等対策担当

景観形成担当 林業振興担当

男女参画・縁結び担当 食文化推進担当（物産含む）

農林畜産課 農業振興担当（畜産含む）

観光交流・女性応援課 観光戦略担当 商工観光課 商工企業誘致担当

観光地域づくり担当 観光戦略担当(2担当を1担当に)

交通・防犯担当 交通防犯担当

２ まちづくり推進部 ４　産業振興部

環境・交通防犯課 環境保全担当 環境防犯課 環境保全担当

リサイクル推進担当 リサイクル推進担当

子育て世代包括支援センター（創設）

病院事業管理室 病院事業管理室 （市庁舎へ）

健　康　課 母子保健担当 健　康　課 母子保健担当

成人保健担当 成人保健担当

平成２９年５月 平成３０年４月

廃止し、産業振興部を新設

担当を統合し、観

光戦略担当に

企画秘書課と地

域振興課へ移

管

担当を統合し、都市

政策担当に

地域振興課へ

名称変更し、建設部へ

廃止し、事務を商工観光課へ移管

課に昇格し、連

絡課とする

廃止し、商工

観光課を新設

建設部へ

廃止し、建設部を新設

名称変更及び都市計画

課へ移管

名称変更及びふる

さと整備課へ移管

名称変更及び道路整備

の集約

名称変更及び道路課

へ移管

名称変更

名称変更

担当を分

割

産業振興部へ

名称変更産業振興部へ

比美乃江公園を都市計画課へ移管

(比美乃江公園、道の駅氷見、

児童遊園含む)
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【市長部局】 ５部 １７課 ６室 ４班 ４７担当 【市長部局】 ５部 ２０課 ３室 ２班 ４９担当

 (課＋3、室△3、班△2、担当＋2)

２課４担当 ３課４担当

（課＋１）

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局

市全体の組織数の増減 課 ＋４　  　室 △３  　　班 △２  　　担当 ＋２

監査委員事務局 監査委員事務局

農業委員会事務局 農業委員会事務局

議会事務局 議会事務局

第２消防救助係 第２消防救助係

第１救急係 第１救急係

第２救急係 第２救急係

指導係 指導係

消防署 第１消防救助係 消防署 第１消防救助係

警防係 警防係

予防課 調査係 予防課 調査係

警防課 総務係 消防総務課 総務係

消防本部 消防本部

スポーツ振興課

【教育委員会事務局】 【教育委員会事務局】

指導担当 指導担当

学校教育課 学務担当 学校教育課 学務担当

生涯学習・文化財担当 生涯学習担当（芸術文化活動含む）

教育総務課 総務企画担当 教育総務課 総務企画担当

平成２９年５月 平成３０年４月

教育委員会事務局 ２課４担当 教育委員会事務局 ３課４担当（課＋１）

会計管理者 会計管理者

会　計　課 １課 会　計　課 １課

名称変更

芸術文化振興室か

ら芸術文化活動を生

涯学習担当へ移管

文化財担当

業務は博物

館へ移管

公平委員会を実質的に総務課から移管

（事務局職員が書記を併任）


